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 発行：株式会社ワイズ 
 TEL.0269-65-4710 FAX.0269-65-4745 
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送信枚数 １枚 

＜ 防災協定 ＞ 
 

「WISE FAXNET」は経審対策／書類作成システム「Wisdom（ウィズダム）」ユーザー様に経審に関する最新情報、経審対策のワンポイントを紹介、月一回の発行となりま

す。内容に関するお問い合わせ、バックナンバーの請求（99年 2月号～）は弊社までご連絡下さい。弊社ホームページよりバックナンバーのダウンロードできます（6月号

は 6月 30 日より可能）。ログインＩＤは「1921」です。入力後、［ログイン］ボタンをクリックして下さい。 → ワイズホームページ http://www.wise.co.jp/

 

 

 

 

貴社名 

ご担当者様 ご役職・部署名 

TEL FAX 

今後メールでの送信をご希望される場合は下記にアドレスをご記入下さい。 

e-mail 

資料・デモをご希望の方は、下記にご連絡先をご記入下さい。ユーザー様で前回

登録時と変更のない場合には、貴社名とご担当者名、TEL のみをご記入下さい。 

□Wisdom 資料請求（無償）   □Wisdom デモ CD希望（無償） 

□送信先宛名変更（右欄に変更後の宛名をご記入ください） 

□今後「Wise FAXNET」送信不要 □今後「Wise FAXNET」はメールで希望 
返信はこちらまで ⇒ 0269-65-4745（FAX） 

ワイズ公共データシステム株式会社  ＜経営状況分析申請＞  受付中！！ 
詳しい資料請求はこちらまで ⇒ ■お電話＜026-232-1145＞ ■e-mail＜info@wise-pds.jp＞ 

弊社 100％出資子会社 

◇◆会社法施行に伴い、財務諸表も変更になります◆◇

今回の会社法施行に伴い、建設業提出用の財務諸表が変

更になります。改正内容につきましては 7 月上旬に公示
される予定です。 
～Wisdomシリーズでの対応は後日ご連絡致します～ 

景気浮揚策の公共投資が国の財政を悪化させたとか、公共工事における談合問題など建設業界に対する世間の風当たりは依然強い

ものがありますが、いざ災害となると建設業界への期待は大きいものがあります。自治体と企業の応援協定は、阪神淡路大震災を契

機に増加し、建設業界も災害の未然防止や災害復旧の面で、行政の危機管理対応力の強化に多大な貢献をしています。 
 そのようなことから、防災に貢献する建設業者への加点が行われるようになりました。中央建設業審議会総会では、「国の機関や地

方公共団体と防災協定を締結する建設業者は、災害時の 24 時間待機など自らの負担も伴いながら防災活動を行い、社会的貢献を果た

している。こうした防災活動については、公共工事の発注にあたり、建設業者として高い評価を与えられるべきであることから、 国

の機関や地方公共団体と防災協定を締結する建設業者に対し、W項目(その他社会性等)で加点評価をすることとする。」と述べていま

す。 
 しかし、この防災協定の有無の認定には、それぞれの都道府県で温度差があるように聞いています。そこで、インターネットホー

ムページや電話照会で全国４７都道府県の防災協定の認定につきまとめてみました。 
 

防災協定の写し 47
　　　　原本も併せて提示 2

防災協定の写し
　　　　必要 15
　　　　省略可 2
　　　　明示なし 30
当該団体への加入を証明する書類
　　　　必要 33
　　　　不要（名簿で確認） 1
　　　　団体の証明書で代用 13
一定の役割を果たすことを証明する書類
　　　　活動計画書 36
　　　　証明書 38
　　　　体制図 1

（都道府県）

直接協定

間接協定

国土交通省　添付書類
防災協定書の写し（申請者の所属する団体が防災協
定を締結している場合にあっては、当該団体への加入
を証明する書類及び防災活動に対し一定の役割を果
たすこと証明する書類）

 
 

まず、直接協定の場合には防災協定の写しだけで実績等は問われないようで

す。但し、写しだけではダメで原本を提示させる県がふたつありました。 
 間接協定の場合には、その団体の防災協定の写しが必要と明示している場合

と明示していない場合とに大きく分かれました。実務的には、都道府県と協会

との契約が多く、協定の存在を確認する必要性が薄いと判断しているのではな

いかと考えらます。 
 また、その団体への加入を証明する書類は必要であるとする都道府県がある

一方、名簿で確認するので不要、各協会等が発行する「証明書」で確認をする

都道府県等もあり、確認方法はまちまちです。 
 その会社がその団体で防災業務につき一定の役割を果たすことを証明する

書類については、活動計画書や証明書の例が多くなっています。なお、国土交

通省が申請者につきその団体に加入していること及び防災活動に一定の役割

を果たすことを併せて証する「証明書」のひな形を作成し周知しましたので、

流れとしては、各協会等が発行する「証明書」での確認が多いと思われます。

ただし、業種によっては防災協定に関係ない業種もありますので、適用になる

かどうかは各都道府県、各協会に確認してみて下さい。 
 

 
また、防災体制の実効性を厳しくチェックする都道府県もあるようです。申

請する企業が単に加入しているというのみだけでなく、防災体制の中で具体的

に担う役割がしっかりと確認できるかなどをチェックされるようです。こうし

てみると、運用次第ではなかなか点数がもらえない場合も出てきます。 
 喜ばれても、点数をいただくには苦労が多いようです。 

         ＷＩＳＥＮＥＴ編集部  松  村      清（税理士） 

 
 
防災協定締結有の場合、

W評点に 20点 
（P点換算 3点）加点 
 


